
熊本県発達障がい医療に関する研修会

令和6年8月19日（月）14:00～16:00

Zoomミーティング又はウェビナーを用いたオンライン形式

◎対象
熊本県内の教育関係者 600校程度（先着順）
各教育事務所担当者、市町村教育委員会担当者、学校教職員等

◎内容
講話「発達障がいの基本から心理検査の意味や医療の限界まで」

（講演１時間３０分、質疑応答３０分）
熊本県発達障がい医療センター長 佐々木 博之 氏
（熊本大学病院神経精神科特任助教（児童精神科医））

①発達障がいとその診断について
・発達障がいの診断や、それに伴う二次障害への複合化や過程。
・経過に適した対応策、対応策を実施するタイミングについて。
②児童期の心理検査の持つ意味と検査の目安
・医療が担う役割、心理検査でわかること、検査結果の活用方法など。
③医療の限界と環境調整の重要性
・医療ができること、できないこと。
・薬が効く症状、効かない症状。
・薬剤服用による好事例とリスクについて。 他

◎連絡事項
熊本県教育委員会より
教育公務員特例法及び教職員免許法の一部を
改正する法律に係る研修として推薦されています。

【お申し込み】
 下記URLもしくはQRコードより令和6年8月9日(金)までにお申込みください。
 URL＝https://forms.gle/iUEAm9PHjCm9Pppx9

【お問い合わせ先】
 熊本大学病院 神経精神科 熊本県発達障がい医療センター
 TEL：096-373-5184 担当：平畠 文香
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